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フローリングの格付の表示の様式及び表示の方法 
 

1  適用範囲  

この表示の様式及び表示の方法は，取扱業者及び外国取扱業者が日本農林規格等に関する法律（昭和 25 年法

律第 175 号）第 10 条第 1 項及び同法第 30 条第 1 項の規定に基づき行うフローリングの格付の表示の様式及び

表示の方法を規定する。 

 

2  格付の表示の様式 

 格付の表示の様式は図 1 とし，次の a)から e)のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認  証  機  関  名 

 

図 1－格付の表示の様式 

 

a) 円の外径は，25 mm 以上としなければならない。 

b) 円の縁の幅は，円の外径の 1/20 としなければならない。 

c) JAS の文字の高さは，円の外径の 3/10 としなければならない。 

d) その他の文字の高さは，円の外径の 1/5 としなければならない。 

e) 認証機関名は，略称を記載することができる。 

 

3  格付の表示の方法  

各枚又は各こりごとに，材面の見やすい箇所に付さなければならない。 
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制定等の履歴 

 制  定 昭和49年12月 ２日農林水産省告示第1148号 

一部改正 平成 ３年 ８月 ９日農林水産省告示第1011号 

一部改正 平成12年 ６月 ９日農林水産省告示第 823号 

一部改正 平成17年12月27日農林水産省告示第1999号 

一部改正 平成30年 ３月29日農林水産省告示第 686号 

最終改正 令和 元年 ８月15日農林水産省告示第 667号 

 

制定文、改正文、附則等（抄） 

○ 昭和49年12月２日農林省告示第1148号 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、昭和49年12月14日から施行する。 

 

○ 平成３年８月９日農林水産省告示第1011号 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成３年８月23日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成３年７月23日農林水産省告示第955号（フローリングの日本農林規格の一部を改正する件）附則第２

項の規定に基づき従前の例により格付を行うこととされるフローリングの格付の表示の様式及び表示の方法

については、なお従前の例によることができる。 

 

○ 平成12年６月９日農林水産省告示第823号 

改正文 

   平成12年６月10日から施行する。 

 

○ 平成17年12月27日農林水産省告示第1999号 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成18年３月１日から施行する。 

  （経過措置） 

２ 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律（平成 17 年法律第 67 号。以

下「改正法」という。）の施行の際現に改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関す

る法律（昭和25年法律第175号。以下「旧法」という。）第14条第１項の規定により条例で定めるところに

より農林物資の格付に関する業務を行っている都道府県、独立行政法人農林水産消費技術センター、改正法

の施行の際現に旧法第16条第２項の規定により農林水産大臣の登録を受けている法人、旧認定製造業者（改

正法附則第６条第１項に規定する旧認定製造業者をいう。）、旧認定生産行程管理者（改正法附則第６条第２

項に規定する旧認定生産行程管理者をいう。）、旧認定小分け業者（改正法附則第７条第１項に規定する旧認

定小分け業者をいう。）、旧認定輸入業者（改正法附則第８条第１項に規定する旧認定輸入業者をいう。）、旧
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登録外国格付機関（改正法附則第11条第１項に規定する旧登録外国格付機関をいう。）、旧認定外国製造業者

（改正法附則第12条第１項に規定する旧認定外国製造業者をいう。）、旧認定外国生産行程管理者（改正法附

則第12条第２項に規定する旧認定外国生産行程管理者をいう。）又 は旧認定外国小分け業者（改正法附則第

13条第１項に規定する旧認定外国小分け業者をいう。）が、改正法附則第３条第１項、第４条第１項、第５条

第１項、第６条第１項若しくは第２項、第７条第１項、第８条第１項、第 11 条第１項、第 12 条第１項若し

くは第２項又は第13条第１項の規定に基づき格付を行う場合における格付の表示の様式及び表示の方法につ

いては、なお従前の例によることができる。 

 

○ 令和元年８月15日農林水産省告示第667号 

令和元年11月13日から施行する。 


